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平成 27年 8月 31日

一般社団法人日本病院会会長殿

厚生労働省医政局地域医療計画課長

（公印省略）

平成27年度病床機能報告制度の実施について

平素から医療行政の推進について御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

医療介護総合確保推進法が施行されたことに伴い、一般病床又は療養病床を有する病院又

は診療所は医療法第30条の 13に基づき、毎年病床機能について報告することとなってい

るため、各医療機関に対し別添により周知する予定です。

各関係団体におかれましては、別添資料をご確認いただき、各医療機関の報告が円滑に行

われますよう、ご配慮願います。

コ］

別添1、平成27年度病床機能報告スケジュール

別添2 平成27年度病床機能報告報告マニュアル

別添3 平成 27年度病床機能報告報告対象外医療機関等確認票・記入要領

以下は、各医療機関がホームページよりダウンロードを行し、活用。 (9月上旬公開）

参考資料1 平成27年度病床機能報告報告様式1記入要領（病院・有床診療所別）

参考資料2 平成27年度病床機能報告報告様式2記入要領（病院・有床診療所共通）

［病床機能報告ホームページ］

URL : http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html 



【参考1
0医療法（昭和 23年法律第 205号） （抄）

第三十条の十三病院又は診療所であって一般病床又は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院

等｜という 0 lの管輝者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定める

ところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分（以下「病床の

機能区分！という。）に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報

告しなければならない伺

一 厚生労働省令で定める日（次号において「基準日Jという。）における病床の機能（以下「基準日病

床機能」という。）

二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定（以下「基準日後病床

機能」という。）

当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容

四 その他厚生労働省令で定める事項

2・3 （略）

4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を

公表しなければならないロ

5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をし

てその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

日 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等

の開設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

［担当】

厚生労働省医政局地域医療計画課

医師確保等地域医療対策室計画係

担 当 西 山 、 伊 藤

［本報告に関する一部業務の委託先・照会先］

厚生労働省委託業務

「平成 27年度病床機能報告J事務局

みずほ情報総研株式会社

社会政策コンサルティング部

担当：井高、田中、西山、明戸

E-m血1: bvousvoukinouln:mizuho-ir.co.i口

TEL: 0120'139-111 ［平日 9:00～17:00]

FAX : 0120-139’121 [24時間受付］



平成27年度病床機能報告制度スケジュール（予定）

時期 医療機関 都道府県 厚生労働省

8月31日（月） ・医療機関に対し病床機能 ・厚生労働省 HP上に病床機能

報告制度の周知 報告制度専用ページ立上げ
※専用ページからダウンロードで
きるものは以下の通り
－報告マニュ71レ
－報告様式1・2
－報告様式1・21Cλ要領
－報告対象外医療機関等確認菓・記
入要領

・疑義照会窓口立上げ

9月中 ・イン5'ーネット環境が整って ・希望のあった報告対象医療機

いないため報告様式をダウン 関に紙媒体の報告様式を発送

ロードできない医療機関等は

紙媒体による報告を厚生労働

省に登録

・報告対象外の医療機関は、その

旨を厚生労働省へ報告

10月1日（木）～ ・報告ヂー告の提出 ・厚生労働省においてND Bデ

10月初日（金） ※提出方法は、以下のいずれかから医療 一脅から医療機関ごとの医
機関ごとに選択 療内容に関する項目を調査票
①電子ファイJレを専用ページ上へアッ

へ反映（確認用デ一宮）
プ
②電子記録媒体 CCD-R等）の郵送
③紙媒体の郵送

10月31日（土） l報告様式 1・2※の提出期岡
・報告状況の把握

※電子レセプトにより骸療報酬請求を行
っており、 6月診療分であって7月審査
分の電子の入院レセプトがある医療機関
は、報告様式Zは12月11固までに提出

11月第3週 ・確認用デ一世の内容確認 ・確認用デ－5'を報告対象医療
※修正・追加がある場合I立厚生労働 機関へ発送
省へ報告

11月30日（月） ・未報告医療機関へ連絡

まで ・デ－5'不備等のある医療機関

へ修正依頼

12月 11日（金）
確毘用データを修正・追加

する場合の提出期限

12月 18日（金） ・確認用デ－5'の確認結果を踏

まえた集計結果を都道府県に

提供
※12月中旬までに提出されたデー告を
集計し、未報告医療機関リストととも
に都道府県へ提供

12月 18日～ ・都道府県が未報告医療機

2月中旬 関への督促を行うことに

より、全報告対象医療機関

の報告完了
来督促の結果報告されたデー告は
厚生労働省に提出

2月中 ・報告結果を順次公表 ・最終版の報告デー告を都道府

県へ送付

※厚生労働省の事務の一部は、委託業者であるみずほ情報総研株式会社が実施
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改正医療法に
基づく義務です

病床機能報告

報告マニュアル
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1 .病床機能報告制度について

1-1.病床機能報告制度の概要

病床機能報告制度とは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第 83号）により改正された医療法（昭

和 23年法律第205号）第30条の 13に基づき、昨年度から始まった制度です。

く参考〉

0 医療法（昭和23年法律第205号γ（抄）

第三十条の三 （略）

2 （略）

六地域における病床の機能（病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の

肉容をいラ。以下同じ。）の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情

報の提供の推進に関する基本的な事項

3 （略）

第三十条の三のニ 厚生労働大臣l立、前条第二項第五号に掲げる事項を定め、文はこれを変更するた

めに必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告

対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定によ

る報告の肉容その他の必要な情報の提供を求めることができる。

第三十条の十三 病院文は診療所であって一般病床文は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告

対象病院等Jといラ。）の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生

労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で

定める区分に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告

しなければならない。

ー厚生労働省令で定める日（次号において「基準日』という 0 ）における病床の機能

ニ 基準日から厚生労働省令で定める期聞が経過した日における病床の機能の予定（次項におい

て「基準日後病床機能」という。）

三 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の肉容

四 その他厚生労働省令で定める事項

2 . 3 （略）

4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告され

た事項を会墨しなければならない。

5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による墾宣之

せず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、

当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対

象病院等の開設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第七十五条の三第三十条の十三第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処

する。

※ 医療機関からは法律上、都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、

事務作業の効率化のため、厚生労働省が事務局機能、全国共通サ－）fの整備等を

みずほ情報総研株式会社に一部業務委託しています。

1 



1-2.対象となる医療機関

対象となる医療機関は、平成 27年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する病院

及び有床診療所（診療所・歯科診療所｝です。なお、許可病床として一般病床あ否いは

療寄丙床を有しているちのの休床中の医療機関、健診や治験、母体保護法にちとづく利

用のみで診療報酬請求を行っていない医療機関ち対象となります。

ただし、以下の（ 1）～（ 5）に該当する場合は対象外となります。平成 27年度病

床機能報告の実施依頼があった医療機関において報告対象外に該当す否場合は、確認罵

記入要領に従って『報告対象外医療機関等確認票』の所定項目にご記入のうえ、 9月 25

日（金）まで（必着）に事務局あてにご提出ください。

( 1）一般病床・療養病床を有していない医療機関の場合

－許可病床として精神病床のみ、結核病床のみ、感染症病床のみを有する~i療機関は、報告

対象外です。

(2）一般開放していない医療機関の場合

・刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた宮療機関や皇室用財産である医療機関（宮

内庁病院）は報告対象外です。

・特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機関

でないちのについては、地域における病床の機能分化・連携の推進の対象とはならないち

のであるため、病床機能報告を省略しても差し支えありません。

－自衛隊病院等であってち、一般開放してい否場合は報告対象となります。

(3）都道府県に金許可病床を返還済み又は返還予定（無床診療所に移行済み又は

移行予定）である有床診療所の場合

・平成27年6月 30日までの間に入院患者がいた場合であってち、平成 27年7月1日～平

成 28年3月 31日までに都道府県に全ての許可病床を返還済み文は返還予定（無床診療所

に移行済み又は移行予定）である場合は、平成27年度の病床機能報告は必要ありません。

※平成28年4月1日～6月初日に都道府県に全ての許可病床を返還する場合は、平成27

年度の病床機能報告は必要、平成28年度の病床機能報告は不要となります。

(4）休院・廃院済み又は休院‘廃院予定である医療機関の場合

－平成 27年6月 30日までの問に入院患者がいた場合であっても、平成 27年7月1日～平

成 28年3月 31日までに休院・廃院済み又は休院・廃院予定である場合は、平成27年度

の病床機能報告は必要ありません。

※平成28年4月1日～6月初日に休院・廃続する場合は、平成27年度の病床機能報告は

必要、平成28年度の病床機能報告は不要となります。

(5）平成 27年7月2日以降に開陵した医療機関の場合

・平成 27年度病床機能報告は、原則として平成 27年7月 1日時点を基準日として報告

を行うちのであり、平成 27年7月2日以降に新たに開設された医療機関については、

平成27年度病床機能報告の報告義務はありまぜん。
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1-3.報告対象となる病棟の範囲

(1）病院の場合

病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の1単位をちって病棟と取り扱い

ます。ただし、特定入院料（※）を算定する治療室・病室については、当該施設基準の要

件を満たす体制の1単位をちって病棟として取り扱うちのとします。

（※） 特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4、地域包括ケア入院医療管理料1文は2

を算定する場合は除きます。

報告項目のうち、報告の対象となる病棟の範囲は、病院では、許可病床として一般病

床・療寄青床を有する病棟のみとなります。例えば、精神病床だけの病棟等、一般病床

または療養病床を有さない病棟は記入不要となります。

ただし、休棟中の病棟であってち許可病床として一般病床・療寄青床を有する場合は、

「病棟票」を作成してください。また、「施設票」において施設全体の状況をご報告い

ただく際には、貴院のすべての病床を対象としてご回答ください。

なお、病床機能報告制度では、医療法第7条第1項かち第3項にちとづいて構造設備

として許可を受けている一般病床・療養病床が報告の対象となりますので、基準病床数

制度において特例とされている特定の病床等ち含めてご報告ください。

(2）有床診療所の場合

有床診療所については1病棟と考え、施設単位でご報告ください。

また、有床診療所では、医療機能、有床診療所の病床の役割、病床数、人員配置、入

院患者数、具体的な~l療の内容に関する項目等の一定の項目に限って報告が必須となり

ますが、それ以外の項目については任意の項目となります。

なお、休床中である有床診療所の場合ち、下記にしたがってご報告いただく必要があ

ります。

【休床申である有床診療所の報告方法】

①以下のいずれか又は両方に該当する場合は、すべての項目を報告する必要があります。

・平成27年7月1日時点で地方厚生（支）局長への入院基本料の届出があ否場合

・平成26年7月1日～平成27年6月初日の期間に稼動病床がある場合

②入院基本料の届出がなく、過去1年間C病床の稼働ちない有床診療所はv 報告様式1で
は、以下の項目のご記入は不要となりますが、それ以外の項目については報告が必要で

す。また、報告織式2では、様式の霞当項目に『休床簿により報告項目はすべてOJで

ある乙とをご記入のうえ、ご報告するとと力、必要になります。

6.職員数のうち、②入院部門

8.入院患者数の状況

※「4.稼働晴床数」は回答必須項目でありますが、当該欄にゼロを記入す否場合で

あって宅、今後稼働の予定がある場合や、その他入院患者の受入れを再開する可能

性があ否等の場合は、必要に応じ自由記入欄にその旨をご記入ください

3 



2.報告様式の入手から提出までの涜れ

2-1.報告様式の種類と入手から提出までの流れ

ご漣出いただく様式は報告様式1および報告様式2の2種類になります。

報告様式1では、病床が担う医療機能と構造設備・人員配置等に関する項目を、報告

様式2では、具体的な医療の内容に関する項目を報告していただきます。

lI その他の具体的な項目
E②具体的な医療の内容に関する項目

0報告様式1の入手方法と提出方法（概要）※詳細は該当ページを参照してください。

Excelファイルの様式を希望 l司
す否医療機関（推奨）

紙の様式を希望す否医療機関｜司

入手方溶い

厚生労働省HPより
ダウンロード

厚ダ歪ウ耳ンロ語蚕ーHPから
ド（推奨）

紙媒体入手希望を申請

｝提睡~~盛〉
インターネット

P.12 上で報告（推奨）
電子媒体を郵送

P.12 
紙の様式を郵送

P.15 

o報告様式2の入手方法と提出方法（概要）※詳細は該当ページを参照してください。

入手方事， ：；側聯・iF
イン夕、ーネット

事務局より 上で報告（推奨）
＝今 メールかCDにて発送 P.6 

(11月下旬予定） 電子媒体を郵送

紙媒体入手希望を申請
P.15 紙の様式を郵送

・発送（11月下旬予定）
＝争

イシターネット

＝今
厚生労働省HPより 上で報告（推奨）
ダウンロード

P.12 

電子媒体を郵送

厚生労働省HPから
P.12 

ダウンロード（推奨） 紙の様式を郵送＝今

紙媒体入手希望を申請 P.15 

P.16 

P.19 

P.19 

P.16 

P.19 

P.19 

P.16 

P.19 

P.19 

（※）介護療劃青床におけ否入院であ否ために入院外レセブトで請求を行っている医療機関、 6月

診療分を8月以降の審査で請求している医療機関、紙レセプトにより請求を行っている医療機

関等
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「平成27年度病床機能報告J

開聴藩曹掴 ト 報告機式2 I 
［具体的な医’Eの肉容に関する項目】 I 

※報告穣式l立．病院用と有床診療所用
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9月 園 l; 9月上旬

9月25固まで

G即日かの 綴管制1の入台

Jr 
細管繊式1の
回答・提出

細管繊式2の
回答・提出

［同月下旬＇...r組告繊式1のデータ
ー 不備内容Jの受領

12月

修正（迫!2）・
提出

※『報告線式2こ係るレセブト集計結
果Jir認の結果．修正迎配が不要
な嶋合で弘報告が必須
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2-2.報告における留意点

(1）報告様式1・報告様式2共通の留意点

0 本マニュアルの送付状に記載されている各医療機関に付与された「宮療機関 IDJ . 

「パスワード」は、報告様式1・報告様式2のインターネット上での提出時、あるい

は、電子レセブトにより診療報酬請求を行っており、 6月診療分であって7月審査分

の「入院レセブト」がある官療機関に対して、厚生労働省「平成 27年度病床機能報

告」事務局（以下「事務局」という。）より発送する報告様式2の Excelファイルの確

認時等に必要となりますので、平成28年3月末まで大切に保管してください。

0 報告様式1、報告様式2を提出した後に報告内容に修正があった場合、報告期限ま

でであれば、当該部分を修正のうえ、当該報告様式の全体を再度ご提出ください。

※ 同一~i療機関から報告期間内に復数回の報告があった場合は、最後にこ報告いただいた情報

を正式なデータとして取り扱います。

(2）報告様式1における留意点

0 報告様式1には、「病院用」の様式（基本票・施設票・病棟票で構成）と「有床診療

所用」の様式（有床診療所票で構成）があります。貴院の施設の種類に応じてEしい

様式をご選択のうえ、ご報告ください。

0 また、報告様式1については、 10月 31日（土）まで（必膚）に提出がなされた報

告内容において事務局でデータ不備が確認された場合、 11月下旬に事務局からデータ

不備内容の修正依頼を送付します（Eメールまたは郵送（CD-Rまたは紙媒体）のいず

れか）。データ不備の修正については、 12月 11日（金）まで（必層）に事務局あてに

ご提出ください。

※ データ不備の修正においては、修正箇所のみでなく、当該報告様式の全体を再提出いただく

ごとが必要です。

※ 事務局からの修正依頼に当たり、 Eメールによるデータ不備内容の送付については、事前に

報告様式1の所定項目において、 Eメールでの送付に承諾がされている場合に限ります。

(3）報告様式2における留意点

0 報告様式Zを用いた「E②具体的な医療の内容に関する項目」に関する報告に当た

って、電子レセプトにより診療報酬請求を行っており、 6月診療分であって7月審査

分の電子の入院レセプトがあ否医療機関は、厚生労働省において既存の電子レセプト

によあ診療報酬請求の仕組みを活用して必要な項目の集計を行い、事務局からEメー

ルまたはCDにより送付します。送付された集計内容について確認、修正をいただき、

12月 11日（金）までに事務局あてにご返信ください。

なお、送付された集計内容について確認した結果、修正が必要ない場合、または6

月診療分の入院レセプトがない場合等についてち、報告は必須です。
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各医療機関の集計内容は、業務委託先（みずlま情報総研株式会社）から発送する予

定です（11月下旬発送予定）。なお、業務委託先は、契約により知得した内容を契約

の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならないこととする契約を厚生労

働省と結んでいます。

※ 電子レセプトによる診療報酬請求とは、オシラインまたは電子媒体（フレキシブルディスク
(FD）、光ディスク（MO）、光ディスク（仁D-R)）で請求を行っていることを指します。

※ 介護療智育床において医療の給付を受けた場合の医療保険におけ否請求は、 「入院外レセプ
トJを使用しますので、入院レセプトを集計したデータには当該請求分は含まれません。当該
請求分を除いて6月診療分であって7月審査分の電子の入院レセプトがあ否場合、集計データ
が送付されます。

※ 事務局からの報告様式2r rr②具体的な医療の内容に関する項目jの集計内容に係る送付
に当たり、 Eメールでの送付については、事前に報告様式1の所定項目において、 Eメールで
の送付に承諾がされている場合に限ります。

0 上記以外の~；療機関は、厚生労働省ホームページより該当する報告様式をダウンロ

ードいただくか、 f報告対象外医療機関等確認票（紙媒体入手希望の確認を含む）jの

所定項目にご記入のうえ、厚生労働省ホームページ上に設けられたアッブロード用ペ

ーラかちのアyブロード、郵送または FAXにて、紙媒体入手希望受付窓口（P.15）へ

ご連絡いただき（電話不可）、入手した様式にご記入のうえ、 10月 31日（土）まで（必

着）に事務局あてにご提出ください。

なお、当該医療機関は、本項目についてのご回答は可能な範囲で構いません。

※ 病床機能報告制度においては、医療機関からは病棟単位で項目を集計していただくこととし
ておりますが、現行のレセプト様式では病棟単位宅志賀酉を把握することができないため、本
年度は報告様式2 ~JI ②具体的な医療の内容に関する項目J は病院単位で集計す否こととして
おります。今後、病棟コードが付記されたレセブトにより診療報酬請求が可能とな否ょう、診
療報酬改定に伴うシステム改修と併せて、医療機関、医療保険者及び審査支払機関等のシステ
ム改修を行うこととされています。

2-3.報告 期 限

(1）報告様式1の報告期限

0 報告様式1の締め切りは 10月 31日（土）です（10月 1臼（木）受付開始）。

0 なお、報告様式1にデータ不備があった場合、データ不備を修正した報告様式1の

締め切りは 12月11日（金）です（11月下旬発送予定）。

(2）報告様式2の報告期限

0 「電子レセブトにより診療報酬請求を行っており、 6月診療分であって7月審査分

の電子の入院レセブトがある~：療機関」の場合、報告様式Zの締め切りは 12 月 11 日
（金）です（11月下旬発送予定）。

0 「上記以外の医療機関」の場合、報告様式Zの締め切りは10月 31日（土）です（10

月 1日（木）受付開始）。
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3.報告項目の概要

3-1.報告様式1における報告項目の概要

(1）『 I 各病棟の病床が担う医療機能Jについて

病棟ごとに、以下の各時点につき、病棟単位の医療機能を下記の表の4つの機能（高

度急性期機能／急性期機能／回復期機能／慢性期機能）の中から、各医療機関のご判断

で必ず1つを選ぴ、ご回答ください（回答必須）。

04つの医療機能

隣接融儲！~，.； 医療機能の内容
唱』 守 『F •• 『」 吋円 、．

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高

高度急J陸期機能
い医療を提供す否機能

出高度急性捌機能に該当す吾と考えられる病様の例

救命救急病棟、集中治療室、八イケアユニット～新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、

唱~··、’＇量 ι庁＼、『 A ず r
総合周産期集中治療重であるなど、急性期の患者に対して齢療密度が特に高い医療を提供する病棟

急世論f機能以
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機

Kι •• ,' い寸d' ’ > 一九、" ～ ' 
骨E

一曹、 : ＇一 一喝－ ‘可.， 0 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリァー

ションを提供す否機能

回復期機能 0 特に、急J性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に

対し、 AD Lの向上や在宅復帰を目的としたリハビリ.Tーションを

』‘・＂孟..、晶、，.，＿＿与’』’.. • .. 集中的に提供す否機能（回復期リjLビ~ァーシヨン機能）
c,, ' 'c•;r•t守司圃’ア ー ャ P

0 長期にわたり療養が必要な患者を入院さぜる機能

慢性期機能 0 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含

. ' 屯抽i ’ M一’，. .: i・、 . u、• む）、筋ラストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

0 回復期機能については、「リハビリテーシヨシを提供する機能」や「回復期リjlビリテ

ーシヨン機能Jのみではなく、リjtビリテーションを提供していなくても「急性期を経

過した患者への在宅復帰に向けた医療Jを提供している場合には、回復期機能を選択で

きることにご留意ください。

0 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供してい否場合は、回

復期機能を選択し、主に急性期機能を提供している場合は急性期機能を選択す否など、

個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。

0 特定機能病院においてち、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を

選択するのではなく、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切

に選択してください。
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0ご報告いただく医療機能の時期

、F '' ' ~·－ 川町川医療機能シぺ 国賓の佐方中持J 間五件叫7戸川常J 冶 l

2015 （平成27）年7月 1 平成27年7月1日時点で当該病棟が担う医療機能について、

日時点の機能 いずれか1つ選択してご記入ください。

6年が経過した日におけ 6年が経過した日（平成133年7月 1日時点）において当該

る病床の機能の予定 病棟が担う病床の機能の予定について、いずれか1つ選択し

てご記入ください。

2025 （平成37）年7月 1 平成 37年7月 1日時点で当該病棟が担う予定の医療機能に

日時点の機能（任意） ついて、いずれか1つ選択してご記入ください。

6年以内に変更予定があ 6年が経過した日（平成33年7月1日時点）の病床の機能

る場合 の予定に向けて、 6年以内に変更予定があ否場合は、その変

更予定年月、変更後の機能についてちご記入ください。

0有床診療所における宮療機能について

有床診療所については1病棟と考え、有床診療所単位でご回答ください。その際には、

病院と同様に、 4つの陸療機能（高度急性期機能／急性期機能／回復期機能／慢性期機

能）の中から 1つを選択してください。有床診療所は、病床数が19床以下と小規模であ

り、また、地域；O)~l療ニーズに対応して多様な役割を担っていることを踏まえ、以下の

ような機能の選択の例が考えられます。

（例）

産科や整形外科等の単科で手術を実施している有床診療所 → 急性期機能

在宅患者の急変時の受入れや急性期経過後の患者の受入れ等幅広い病期の患者に

医療を提供している有床診療所 →急性期機能又は回復期機能のいずれか

病床が全て療養病床の有床診療所 → 慢性期機能

これちの例以外にち、有床診療所には様々な患者の方々が入院しておられるごとを踏

まえてご回答ください。

また、有床診療所の病床の役割として担っているちのを、次の①～⑤から選択してく

ださい（複数選択可）。

①病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受附度し機能

②専門医療を担って病院の役割を補完する機能

③ 緊急時に対応する機能

④在宅医療の拠点としての機能

⑤終末期医療を担う機能

※ 詳細な報告方法は、病院と同様、 「4.具体的な事務手続j (P.12）をご覧ください。イシタ

ーネット環境が整っていない医療機関や紙レセプトにより診療報酬請求を行っている場合は「4.

具体的な事務手続」の「4-1ー（2) .紙媒体入手希望を申請する場合J(P.15）にしたがっ

てご報告ください。
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0その他の留意点

医療機能を選択する際は、以下の点にご留意ください。

01病棟において複数の医療機能を担っている場合

複数の医療機能のうち、主に担ってい否機能を1つ選択してご報告ください。

0病院において、今後病棟構成の変更（医療機関の統合を含む）を予定している場合

平成 27年 7月 1日時点での病棟を今後病院の建て替えや病棟再編により分割す

る場合には、分割時の病床数が多いほうの機能のご予定を「6年が経過した日にお

ける病床の機能の予定jとしてご記入ください。

病棟を統合する場合は、統合される全ての病棟につき、同一の「6年が経過した

日におけ否病床の機能の予定」をご回答のうえ、自由記入欄に「0年0月に00病棟、

00病棟と統合予定Jとご記入ください。

病院が統合される予定である場合ち同様に、現時点でご回答いただけ否範囲で各

病棟につき「6年が経過した自における病床の機能の予定jをご回答ください。そ

の際、自由記入欄にご状況を詳細にご記入くださいますようお願いいたします。

(2）「E その他の具体的な項目」の「①構造設備・人員配置等に関する項目』について

病棟ごとに様式上の報告項目を集計のうえ、ご回答ください。

パ「項目測＿.. ・ 'c- 唱， ' J、 間査対象時：点
許可病床数 平成 27年7月1日時点

稼動病床数
平成 26年7月1日～平成 27年

6月 30日の1年間

算定する入院基本料・特定入院料 平成27年7月 1日時点

看護師数、准看護師数、看護補助者数、助産師数等 II 

主とする診療科 ;, 

新規入棟患者数、在棟患者延べ数、退棟患者数等
平成 26年7月1日～平成 27年

6月 30日の1年間

入棟前の場所別の新規入棟患者数、退棟先の場所別
平成27年6月の1か月間

の退棟患者数等

なお、有床診療所の報告項目は、許可病床数、稼動病床数、人員配置、入院患者数、

主とする診療科等の一定の項目に限って必須となりますが、それ以外の項目については

任意の報告となります。
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3-2.報告 様 式2における報告項目の概要

( 1）『E その他の具体的な項目』の「②具体的な医療の内容に関する項目Jについて

本項目は、診療報酬の項目に着目して設定されています。

（例） 「幅広い手術の実施」、 「がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療j、 「重症患者

への対応j、 「救急医療の実施j等に関連する診療報酬を算定するレセプトの

件数、算定日数、算定回数

集計の対象となるのは平成 27年6月診療分であって、かつ7月審査分の「入院レセ

ブトjとなります。平成 27年 6月診療分であって7月審査分のレセプ卜については、

返戻レセプト分等ち含めて修正いただくことが可能です。

※ 電子レセプトにより診療報酬請求を行っており、 6月診療分であって7月審査分の「入院レセ

ブト」がある医療機関については、お送りす否データには、平成27年6月診療分であって7月

審査のレセプトの一次審査によ否返戻分や紙レセプトで請求されてい否分、介護療養病床におい

て医療の給付を受けた場合の請求分、医療保険の対象でない公費負担医療単独の場合及び公費負

担医療のみの場合や労働者災害補償保険等での診療行為分等は含まれていませんので、「修正が

ある場合の修正後の内容J欄に追加で計上す否レセブト件数等を含めた合計値をご記入いただく

ことが可能です．

※ 平成27年6月診療分より前の診療分lごつきましては、 7月審査分であってち含めないでくだ

さい。また、平成27年6月診療分であってち、審査月が8月以降になった月遅れのレセプトに

ついては含めないでください。

※ 医療保険の対象でない公費負担医療や労働者災害補償保険等での診療行為は、平成27年6月

診療分について計上していただくごとが可能です。

※ 「具体的な医療の内容に関する項目Jに設定されている項目のうぢ、医科診療報酬に準じて設

けられている介護報酬分については、計上していただくことが可能です。

＜参考＞

病床機能報告制度における主な報告項目 (}.ll］添 1) 

病床機能報告制度における報告・集計等の仕組み（別添2)
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4.具体的な事務手続

4-1.報告様式の入手

(1）厚生労働省のHPよりダウンロードする場合 〈推奨〉

報告様式1および報告様式2 （電子レセプトにより診療報酬請求を行っていない、あ

るいは6月診療分であって7月審査分の「入院レセプトJがない医療機関の場合）は、

厚生労働省のホームページ上に設置された専用ペーラからダウンロードすることによ

り、入手してください。

www.mhlw.gojp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html 

① 「政策についてJをクリックしてください。

一一一…一一…一山町凶
。 厚生労働省

四判湖町~ /Q.,,<r.－－＂・＂・＂カしで日「・ 0 附 l

品目・l

テーマ窟に偲す4 輔薗・広帽：政策について：厚生労働省について 叡計情報·e• lfi曹の諸令帯 申鵬・庫銀情帽企開

、、
－． -句 、・．

一ク
－

川
J－Hリ

J－nJ 
－を

l

－t
」
置
S

－て
移

－いヘ
一つ
りJ

一

』

L

－

一策
ペ

↑政
て

一「
し

「
1

1

1

』vJ::11;i官官{9Jr"・;1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E

・姐泊E
書湖南保鎗渇祉センターふれおい

耳《千媛県害潟市〉

『事l'M・必必とトー剖n平寓＂＂君津

市民唱元舟方。と定見主役する

湾剤If盆劣世穴箆敏晴官

• :Z止ι車ニヒニE

② 「医療Jをクリツークしてください。

ー一 一一一
。 厚生労働省

文字ザイズ＜＞iii"

テーマ&!Iにm:す 報道・広報 厚生労働省について 畿射情報・白書

，！ 「医療Jをクリックし！
iでページヘ移動 i 

'1!:.1,＞験期に宮、T

政策について
，
 

，
 

，
 

，
 

，
 

，
 

，
 

，
 

，
 

，
 

，
 

，
 

圃飽血ニ虚血

， ， ， ， ， ， ， ， 
－’ ::--oe -

・－－
， 

圏分野別の政策一賢

・－－－－＠盟＠蝿 ：• L!!! = •U星連 岨品五重量E・．．．．
国王ζ盆ニ王室主
・王l3ι王J!Iltll • Ii血五割1主王E工Z握

置組止ニ企盟

・陸重量通is! ・出量E豆沼iと盆 ・創!:U量温Jt

Ill!且ニ笠働

・且旦 ・E呈盤~星 ・霊堂互釜 ・亙且笠宣 ＠抑制帽扇情園パ4 ・・J!i＂育刷 ・:a!!MS • SI単車主昆
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③ 「施策情報Jをクリックしてください。

。厚竺労働省 ， ， 
， ， ， 

聞掛・4郁ごちいて 揖制帽・ー・8・テーマE聞にa• "' 帽週・広帽

.1:1、》~）量畳1'll2111!::K ＞ 量且ニJ!!! > l!lr. -－’ 
一，－

E:EI.:m医療 ，，，，， 
- ~ .... ,, .. ，.～一一 ーーーー一 一一一一

幽重匙主峰且『~·.wR唱2・E血邑企鑑怠互 ・z魁盟包盟

事~-r貨の鳳、医庫ザーピス在使供するために

l拍．そυd備保に，，，，，，・1ζ寝室で賓の車電2・ヲーピスを骨肉こ晶司H曜高価古典体．降竃Jn,，＂ち叫 ，／）も，，.. 寄＂＇回全 τ＠
E胆掛‘..  で長室きでぢ制措司Hit乱杭唱す．

I 1,1.~·w~ヘr川I. Vi:. ＇ご ｜

ア トピッヲス ・幽呈話lli!包且i

④ 「病床機能報告制度」をクリックしてください。

~策情報
，， 

・盟!m!1!
・ 挫~主墨金
。：止盟幽盈盆E
・医星ま企盆盤

。医盛諸広姐』量

・温鐙
，
 

a

’
 ，

 

a
F
 

・医a注ム去皇位盆

o en盆Jm庖!11
・医E益lm!ll

，，
 

，，
 

，，
 

，，
 

〆
，，
 

，
 

・ 9同紙惇曙明槽事にτ~、τ
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⑤ 下のページが聞いたら、画面を下ヘスクロールしてください。

。 厚生労働省
,.,. ..胸 躍 liil::ziコ亙E”

ζ・.1t••Mn.. I 

テーマ創に11'f • ・・ is• 館主，，...についτ 鍵It情”・S・ ’‘・の•lHI!

＆三』』》11111.::孟丘四畳且l2ll’:Jtlll:J!'.息＞!!a，町下・殴・・

lllll:m病床機能報告

・tillι包I'- ・‘llllJl ・E温H

平成27勾：直前床瞳節制曹がぬまリ正した．

itUa出羽ヨl(lllll"f.

-I，剛院..，粛瓜.釘~。粛n ・ilfJt線局が”ltl自民リ~.. 
《，J帽曹岨JI;，の，WI，踊珊

。 ．．．”＇＂の・OtWM•u温lUll土IでTll。伺’自門｝安打W閣》．
。，.，，.，””町民’Fータτ・w..1，・・ヂー，y・Hf;[IしkfttlJtl<f)”。骨川LC且U!ll金iで，t・1RTIO提起子＂＇・

(2）締官’·li~2のゆ苦闘帽

o rt乎＂~胃によ・•Jlt－・酬・，，制hでゐリ・剛lrt”であ，τ，m・菅”＠電子«»RLc:r・o~“tie民間同‘. 11811式会。，＇＂＂＂＂＇
日且且且埠l円相周TOdl'*'1-司．

。『よ山訓叫!.!Oil聞の軸 ll&lll¥蹄胸骨骨J阿.，雌混血主位円。咽’B W酌同船．
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: 「病床機能報告jというペー 1
1ジを不にスクロール ： 



⑤画面をスクロールして「報告様式jの掲載箇所から、ダウンロードしたいファイルを選

択してください。

百犠襲rs~.概飽およ胡 E切絶町船伊刑』の『＠柵糊畑．入蜘置相＝悶する唄
躍躍記姐盟盆 －－－，－ 「
4‘.. . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. ----
長雌 血血込掴川町掃r.k.帝京l : －－－－ーーー’

2軍岬副 書古 10.71冊 麻 酔怒 盟i血豆耳ユ ト ー，ー－

3田銀皇比五以ム.tJllll窓皮盟主里~ ＝．．  
喫 樹J立・1~~ 忌守品楓守掛量Jのすベて＇！！，フ·~；
米二：裂塁思一4呂紋s丘唱醤排射.9 i’ l A、埼宮にti ω由臨及ぴ

．温SJ!五丘ムお旦畑E鼠惇文I軍f由 完F宜1

• I~符岨式、（），ti則前妻丘盆霊包必81.

• JJ!笠血忍以ふ忠Jlll.Jl.U.J!I!屋l.w!盗i

来Ill防止よ犯の「基本最J『持政累J「腐陳家Jのすべてのフ？イル壬習っノロードのうえ ご棺苦dζa 、．

・ ··~毎岬立川J.す官民』 Mtr :i.＂＇曹f制＂＂~京ヨ

組後阿武吋λ台問。r.r 踊t~•r吋.w.:ro

・岬制帽，O,t>ll!¥ltll#Q!煙車抽選泊．

~~閑閑~. よ記のr甚ヨ広東1r碍t量販Jr宿線車Jのすべてのファイ）~をタウンロードのうえ．ご紐昔＜1'~、．

tifil墨血豆主主

⑦ファイルを保存してください。

－－「 例えば、病院用の報告様式1~ 
iを選ぶ揚合は、該当するファ ；
lイルをクリックします。

「ファイルのダウンロードJというウインドウが表示されたら、必ず「保存jボタンを

クリックして、デスクトップなどのわかりやすい場所にファイルを保存します。

ファイルのダウンロード 亘書

このファイルを開〈か、または保存しますか？

名前： lll_h27_l_byouin_kihon.xlsx 

種類： ワークシート ，， 

発信元 WWW田mhlw・go.jp ------.......... .. 
- I !Mす「保容」をクリックして、
iわかりやすい場所にファイルを保存

開〈 !L.!! .. J.iキャンセル l 
インターネットのファイルl左衛三立ちますが、？アイルによってはヨンビュータ→こ問題
を起こすものも島ります．発信元が情緒できない場合は．このファイルを聞いたり保存
したりυ4いで〈ださい－~盛血血血盟

－－ －－－－、

今．報告様式加ルをダウン目した場所がわからなくなってしまった場合 ） 
』 その後の入力作業やアップロード（提出）作業を進めるごとができなくなりま ；

すので、ダウンロードファイルの保存先には十分にご注意ください。 : 

・ダウンロードの際に、f保存」に進まずにそのまま「開くJをクリックすること l
は推奨しません。（特にパソコン操作に不慣れな場合には、決してその操作をお ！
こなわないで下さい。ファイルがパソコン上の一時フォルダなどに自動保存さ ー
れてしまい、あとでファイルを探し出すことができなくなる恐れがあります。）、 ， 

、－ーーーーー－ーーーーー－ーーーーー司ーーーーーーーーーー伺回目ーー 四ーー’ーー ーーー回目ーー－－－－－－－

※ダウンロー ドするファイル名は、報告様式の種類に応じて以下のように定めています。

・報告様式1 （病院用） ：基本票「lll_h27_l_byouin_kihon.xlsxJ 

施設票「112_h27_l_byouin_shisetsu.xlsxJ 

病棟票「113_h27_l_byouin_byoutou.xlsxJ 

－報告様式1 （有床診療所用） ：「121_h27_l_shinryo吋o.xlsxJ

・報告様式2 （病院 ・有床診療所用共通） ： 「201_h27_2_youshiki刈sx」

・報告対象外医療機関等確認票： r 001_h27 _ka ku n in hyou .xlsxJ 
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(2）紙媒体入手希望を申請する場合

病床機能報告は、原則、電子媒体の報告様式を用いてご報告いただきます。紙媒体で

の報告を希望される場合、厚生労働省ホームページからダウンロードいただいた様式を

宮療機関において印刷のうえ、紙媒体で提出いただくことが司能です。

ただし、インターネット環境が整っていないため報告様式をダウンロードできない医

療機関等、やむを得ない場合は、事務局からの紙媒体報告様式の郵送を希望いただくこ

とが可能になります。

紙媒体報告様式の郵送での入手を希望され否場合には、確認東記入要領に従って、『報

告対象外医療機関等確認震（紙媒体入手希望の確認を含む） Jの所定項目にご記入のう

え、厚生労働省ホームページ上に設けられたアップロード用ペーラ万九らのアッブロード、

郵送またはF必〈にて、紙媒体入手希望受付窓口ヘご連絡ください（電話不可）。

ご連絡いただいた医療機関への紙媒体の報告様式の発送は、 9月7日（月）以降に開

始する予定です。ご希望の受付から発送までに5営業日程度の期聞を頂戴する場合がご

ざいますので、あらかじめご了承ください。
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4-2.報告様式の提出

報告様式1および報告様式2について、 「2.報告様式の入手から提出までの流れJ
の「2-3.報告期限j (P.7）にしたがって、以下の（1）、（2）のいずれかの方法でご報

告ください。

なお、提出用ファイルの作成に当たっては、報告チェックソフトを用いて入力ファイ

ルのデータチェックを行い、提出用ファイルに変換する必要があります。原則、提出用

ファイル以外のファイルによる提出は受け付けておりませんので、あらかじめご了承く

ださい。

また、 FAXまたは電子メールによる報告様式のご提出は受け付けておりません。

提出いただく報告様式の電子ファイルまたは紙媒体の写しは、平成 28年 3月末まで

各医療機関にて保管いただきますようお願いいたします。

( 1）インターネット上で報告する方法〈推奨〉

提出用ファイルは、厚生労働省ホームページ上の専用ページに設けられたアッブロー

ド用ペーラからアップロードすることで報告することができます。

www.mhlw.goJp/sげ／seisakunitsuite/bunya/0000055891.html

（厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康 ・医療＞

医療＞病床機能報告）

①アップロード用ページへのログイン

医療機関ごとに付与された医療機関 ID・パスワードによってログインする必要があ

ります。医療機関 I0・パスワードは、本マニュアルの送付状に記載されています。（ID.

パスワードは、平成28年 3月末まで大切に保管してください。）

＠開We…
・可：巴送句摘みの主婦．‘” 10〆• （＂＇つードぞλ刀してCクインレ主＜ i:: l!'l -．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・． ，， － 

e ・
• !.. - -
・隠篇倒閣IO 四割 t叫唱． ． ・・パスワートE ! ................................. ・ 
T組掛値1’．．．．．．．．．． 

、（！'Kf,¥羽＇0 《；pつート：＞J号令己...・3ぎ＇t, ＝受27写Ir.It写~＂＇著書＇ ＂蕊e，、＂”弘、.，，言、たで乙．
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乏置です．

~~＠.~型
....と11?

---：医療機関ID・ ~ 
” ；パスワードの入力 ； 



②アッブロードペーラへの移動

画面の中央にある f報告対象外医療機関等確認票または報告様式1、2のアップロー

ドjボタンをクリックし、アップロードページに移ります。

[ . ~ .. ~…同…… ｜‘こ乞う‘'J’＇J~'JしZ，，，も九

ず＠ 山泊先日醐開蹴またほ闘畑1.211)アッブロード

li •• 1.南部両面ー一一一一一一一一一一一一一一一一

""''"'"'6 
事綱策－bぺ－＝・Ill

I早唄＂零度視廊崎町さ '31!JJ・mホ－bペー；；を喝ll.しました．

③報告様式のアップロード

i i2i1器粧品3
園陸宮肉声圏直

圃圃圃画面画

震型型ω

＝.ヌイMi.SSl屠句仇4・“＝よるテ。
~，です．

一”，，－ 

~－－－－－－－－－－－， 

iクリックじて、 ’ 
lアッブロードページl
iゆ動ー”ー ー－；

「ファイル指定jボタンをクリックして、作成した提出用ファイルが保存されている

場所を指定します。ファイル指定後、「アッブロードJボタンをクリックすると、指定

されたファイルがアップロードされます。

， 
~ 報告対象外医療機I姻時間 tf!t.忠岡川町開h

‘’ または縄開到、 2のアッブロード J宇剛山柳川ート

開問問創畑山lfl9ll11'11棚田~·· "il'o.>l!'J~ヨ〉問げ日し.;r-t?t~....。
， ，， 

，干するファイルさ.....＂＂＝，タソ；11‘’E寓凶－·・2れ三重注帽フ？イ，，.j\!)''J~）l.~空Lよいで《せき色、
買－1:•震が司1r ：＜» .・:fr;;;ートされ＂・~. .相ラフz，イル...‘宅書~＂＇毛，，’
ァ，ヲロードJ?EWに算符，.，れ＂喝Sのみ 這a・＆ζコァィ，..＆~Bii!；，.’ぞき＞＼l!l'.
毛n以内の調＂＂＇＇！'l<l!!!J，併され＂~ゐ， ，，’ ， 

r 一一3制剣制問醐開聞o.>7~:1ロ＿，， .， I(，副阻 酷隅

・・・・・・・・・－－~ --－－ー・ー
・，一一一~・ 剛ー間＇－＇＂w耐旬駒鳥a llfh＇完了し，しFご・
2・.7li官n.• 加 岬市岡田【刷出S ’ ,.,., 

｜ 一一 一…3・8栂l<l(lllU同アヲブロード 厳Gile ＇＂也双.. ま智です．

可 Z ， ；；~；~訟が ｜髭昨

J 「①「フアイjほ旨定Jmター；
；ンをクリックして、アッ ；
！ブロードするファイル ！
iを選ぶ i 。

糊勝田町

べ；＠rアッブロードJ~ 
iボタンをクリック J

今のプ目するフ河川町ル名は報告チェックソフトを用いて変換 （ 
； された提出用ファイル名から変更しないでください。

: ・同一の報告様式に関して、複数のファイルがアップロードされた場合は、最新 : 
: のアップロードファイルが有効となります。
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④アップロード成否の確認

アップロードが正常に実行された場合のみ、送信履歴にファイル名とアップロード日

時が表示されますので、成否をご確認ください。アップロードが実行されな力、った場合

は、送信履歴は更新されません。
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。 綴告様式 1（病院周）のアッブロード

11100＿山山 J附 14.
teミt

f 

＂突出状況E聞に f報告が完了しまレた， Jというメ少セーヲが表示されるまで 路告は完了レていません，アッブロード
後も定期的にi主主伏況剖をご硲忽〈芝さい．

。 綴告機式zのアッブロード 送信庖歴 l量出玖況

ーで：：＝－ ' J2000_11111111_20150716. 提出を受け付けまレた．内容
ファイル指定 ｜ !test を強窓ヰです．

2015年7月16日（大）23：・46

•; ;i出状況tMrこ 「紛告が完了しました. Jというメッセーラが表示されるまで、手F‘告f;j:完了レていξttん．アvブロード
後ち定錫的にi是当事伏況t掴をご施忽ください．

⑤提出状況の確認

アップロードされたファイルについては、報告内容に不備がないかどうか、調査事務

局が確認致します。そのため、「報告が完了しました。Jというメッセーラが提出状況欄

に表示されるまでは、報告は完了していませんのでご注意ください。

なお、確認作業には時間を要するため、アップロード後ち定期的に提出状況欄をご確

認ください。

lz@豆］

送信庖歴 鑓出状況 --＇このメッセージが表示 ：

1100一山山1_20150721.iir-"l,;t野慢r;;gぷ m言 されれば、報告は完了 ；
test ; ;1しています。
20二5~7月22日（永） 15:12 1・ ・・・ー -.• ' . I•••••••••••••••••••••• l『 ．

11100_1111山

It目t
1100 11111111 20150714 

． 

。 緩告機王t1（病院周）のアッブロード

test 

辺部 状況Iii!に f幸措力涜了レまレ乞 Jというメヅセーヲが表示芝れるまで．報告は完了していま世んz アvブロード
後ち定期的に~~状況舗をご確認ください．

し亙~

送信庖鹿 鑓出吹況 〆〆〆

i2ooo一山11111一 山 町 議官務存続~·~·t1~鳴··：
:test ：を福~ヰです． ~ 

201；；年7月16日（木） 23:46 ~ ..・H ・H ・H ・....・H ・...

ノ I：報告内容にデータの不 ：

；備がないか、調査事務 ；
！局が確認中です。 ； 
；まだ報告は完了してい l
: ません。 ； 

。 事量告機式 2のアッブロード

：・提 出状況！Mに 「報告が完了レまレたa Jというメ、yセ－：：；が表示されるまで 報告let完了レていまぜん． アッブロード
後ち定期的に受忠伏況仰をご諸怨くださいE
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なお、専用のアップロードサイトでのセキュリティ対策については、次のとおりです。

＠悪意ある第三者からの不正なアクセスに対しては、事前に配付された医療機関ID及
ぴパスワードによるユーザ認証を行い、アップロードサイトへの不特定者からのアク

セスを制限します。

φ 医療機関から提出される病床機能報告様式データがイシターネットから流出するリ

スクに対し：ては、医療機関とのインターネット経由のデータ送受信を政府推奨暗号化

アルゴリズムのSs L通信で暗号化し防御します。

＠アクセス集中などによりアップロードサイトが長時間閲覧できなくなることに対し

ては、 WE Bサイト環境において適切な負荷分散などを行い、アクセス集中による障

害・遅延を回避レます0

・障害などによりWE Bサイト上のコンテンツやデータが消失することに対しては、パ

ツクアップ及び遠隔地保管の措置を講じます。

(2）電子犯録媒体（CD-R等）または紙の様式を郵送する方法

インターネy ト環境が整っていないためアップロード用ページヘアップロードでき

ない医療機関は、提出用ファイルを記録した電子記録媒体または紙の様式を日本郵便の

一般書留等にて、以下の宛先に送付してください。（「郵送による報告に当たっての留意

点」（P.20）ちご覧ください。）

提出先．厚生労働省「平成27年度病床機能報告」事務局

干10ト8443 東京都千代田区神田錦町2-3 竹橋スクエア8階
みずほ情報総研株式会社社会政策コンサルティング部内

※ 電子記録媒体は原則として、 CD-R、DVD-R、DりD+R、DVD±Rのいずれかをご使用

ください。提出された電子記録媒体は返却いたしませんのでご注意ください。

※ 保存するファイル名は、報告チェックソフトを用いて出力された提出用ファイル

名から変更しないでください。なお、提出用ファイル名は、報告様式の種類に応

じて、報告様式1の病院用の場合は「1100スxxぬαXX_YYYYMMDDhhmmssJ、有

床診療所用の場合は「1200_X沿αpαX_YYYYMMDDhhmmssJ、報告様式2は

「2000＿）（）αぬαXX_YYYYMMDDhhmmss」となり、［XXXXXXXX】は貴院の医療機関

I D (8桁）（本マニュアルの送付状に記載してあります）、【YYYYMMDDhhmmss]

はファイル作成の西暦年月日の日時となります。
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4-3.郵送による報告に当たっての留意点

電子媒体（Excelファイル）を保存したCD-R等や紙媒休の報告様式を書留等の郵送に

より提出する場合にはそれぞれ0がついている配達形式で送付してください。なお、事

務局への到着確認などは、配達記録等で各医療機関自らご確認ください。

郵送で報告する場合、提出にかかる郵送料や外部記録媒体にかかる費用、その他の費

用は各官療機関のご負担となりますのでご了承ください。また、郵送用の封筒について

は各官療機関にてご準備ください。

配達事業者＂＇・＇ f'° ＞（（＇（専七：1~~号、九γi'.:\ii／毘違形態fif＇＇操縦公＇i.%¥
報告様式J

t一：E寺D島¥lf{i：）「，＿，＿媒紘体J

' ·,• 

』 ‘ . ’ ・，.、' ．ごa『h •• 、〉『．園干 、. ' ‘ • 唱 ...  -.  ，~ .. 』 ,•: ’ 〆 ',, . ・. 

佐川急便株式会社 飛脚メール便

宅配便・航空便 。
飛脚特定信書便 。。
飛脚ジャストタイム便 。

西成車輸株式会社 宅配便・航空便 。
日本通運株式会社 宅配便・航空便 。
福山通運株式会社 宅配便・航空便 。
ヤマト運輸株式会社 宅配便・航空便 。
日本郵便株式会社 普通郵便

特定記録郵便

簡易書留 。。
書留 。。
ゆっ） ~'Yク 。
華刑寺急郵便（普通）

新特急郵便（書留） 。。
配達時間幣指定郵便（普通）

配達時間帯指定郵便（書留） 。。
スマートレター
レターパックフイト（レターパック35 0) 

レターパックプフス（レターパック.50 0) 。。
ポスパケット

※ 電子記録媒体は原則として、 CD-R、DVD-R、DVD品、 DVD±Rのいずれかをご使用

ください。

※ 集荷時間や持ち込み時間が遅くなった場合には、提出日が翌日に記録される可能性

がございます。事前にご確認のうえ、提出日が期限に間に合うように発送してくださ

し1。

（参考）上記以外の配送会社等を用い否場合、提出日の確認等をする必要があるため、以下の3つの要

件を全て満たす配送方法でご対応ください。

① 「提出日」および「配送状況jについて、送付する医療機関側、受領する事務局側の
双方がインターネット上で耀認できる方法であること

②対面によ否受付j度し時、双方のサイシが必要となる方法であ否こと
③紙媒体の場合、信書の取り扱いとなる方法であること
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5.疑鶴照会窓口

病床機能報告の報告作業に関するご不明点の疑義照会窓口は、下記のとおりとなりま

す。疑義照会内容を正確に把握す否ため、可能な限り電子メールによりお問い合わせく

ださい。

なお、お問い合わせに当たっては、医療機関 ID C*ll、医療機関名、担当者名を必ず

ご連絡ください。また、本報告マニュアル、各報告様式の記入要領をはじめとする関連

資料に詳細な記載があるにもかかわらず、お問い合わせがあった場合にはご回答ができ

ないこともありますので、各種関連資料をご参照のうえ、それでち分からない場合のみ

お問い合わせください。病床機能報告の対象医療機関以外からのお問い合わせについて

ち、ご回答ができませんので、あらかじめご了承ください。

インターネット環境がないために紙媒体報告様式の入手を希望される場合は、 P.15に

記載の方法に従い、 「報告対象外医療機関等確認票（紙媒体入手希望の確認を含む）」の所

定項目にご記入のうえ、厚生労働省ホームページ上の専用ページに設けられたアッブロード

用ページからのアップロード、郵送またはFAXにて、紙媒体入手希望受付窓口へご連絡くだ

さい。 （電話での受付は行っておりません。）

(* 1) 医療機関IDは9月4日（金）に医療機関あてに発送予定の「報告マニュアルJの送付

状に記載されています。

電子メールアドレス： bvousvoukinou@mizuho~ii'.co.iP 

電話｛フリーダイヤJレ） :0120-139-111 ［対応時間：平日 9:00～17: OD] 

FAX （フリーダイヤル） : 0 1 2 b -1 3 9 -'-1 2 1 [24時間受付］

※番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようご注意ください。

以上
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病床機能報告制度における主な報告項目
巨日

｜ 構造段俳人員E置等に ｜ 
関する項目 ｜ 

｜ 具体的な医療の内容に関する項目 ー 田 ｜ 
病 医療機能（現在／今後の方向）

数床
※任意で2025年時点の医療機
能の予定． 

許可病床数、稼働病床数
人
員 一般病床、療養病床の別

配 医療法よの経過措置に骸当する病床数
置 看護師数、准看護師数、看護補助． 

書等
者数、助産師数
理学療法士数、作業療法士数、言語聴覚
土数、薬剤師数、臨床工学士数

主とする診療科

算定する入院基本料・特定入院料

DPC群

在宅療養支援病院／診療所、在
宅療養後方支援病院の届出の有
無（有の場合、医療機関以外／医
療機関での看取り数）

二次救急医療施設／救急告示病院の有無

高額医療機器の保有状況
(C丁、 MRI、血管連続撮影装置、
SPEC丁、 PE丁、強度変調放射線
治療器、遠隔操作式密封小線源
治療装置等）

退院調整部門の設置・勤務人数

入 新規入棟患者数

院患 在棟患者延べ数

者 退棟患者数

の 入棟前の場所別患者数
状
況 予定入院・緊急入院の患者数

退棟先の場所別患者数 ' 

退院後に在宅医療を必要とする患者数

街の帽広い
（全身麻酔の）手術件数（臓器別）

胸腔鏡下手術件数／腹腔鏡下手術件数
実施手 内視鏡手術用支援機器加算

等が 悪性腫蕩手術件数
へん 病理組織標本作製、術中迅速病理組織標本作製
の・

治療脳ま放射線治療件数、化学療法件数

がん患者指導管理料

抗悪性腫蕩剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪． 

車種事
性腫虜剤肝動脈内注入

分娩件数

超急性期脳卒中加算、経皮的冠動脈形成術

入院精神療法、精神科リエゾンチーム加算

書

ハイリスク分娩管理加算／妊産婦共同管理料

救急搬送診療料、観血的肺動脈圧測定

持続緩徐式血液漏過、大動脈バルーンパンピング法

経皮的心肺補助法、補助人工心臓・植込型補助人工心臓，、
の 頭蓋内圧測定1日につき、人工心肺
対 血紫交換療法、吸着式血液浄化法、血球成分除去療法
応 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合

救急
院内トリアージ実施料

夜間休日救急搬送医学管理料

療医 精神科疾患患者等受入加算

救急医療管理加算
の

在宅患者緊急入院診療加算
実施 融急徹送患者地減連携紹介加算、地域連燐診療計画管理料

救命のための気管内挿管

体表面／食道ペーシング法

非開胸的心マッサージ、カウンターショック

心膜穿束lj、食道圧迫止血チューブ、挿入法

休日又は夜間に受診した患者の数（うち診察後、直ちに

入院となった患者数）

救急車の受入件数

復急 退院調整加算、救急・在宅等支援（療養）病床初期加算
帰性 救急搬送患者地域連携受入加算
へ期後 地域連携診療計画退院時指導料、退院時共同指導料

介護支援連携指導料、退院時リハビリテーション指導料

退院前訪問指導料

全 中心静脈注射、呼吸心拍監視、酸素吸入

身管 観血的動脈圧測定 1日につき

ドレーン法、胸腔若しくは腹腔洗浄
理 人工呼吸 1日につき、人工腎臓、腹膜濯流

経管栄養力テーテル交換法

シか疾患疾患別リハ料、早期リハ加算、初期加算、摂食機能療法
ヨら

リハ充実加算、体制強化加算、休日リハ提供体制加算ンの

ハリ応じ入院時訪問指導加算、リハを要する患者の割合

ピた 平均リハ単位数／患者・目、 1年間の総退院患者数
リ／ 1年間の総退院患者数のうち、入棟時の日常生活機能評価が

テl早；期 10点以上であった患者数・退棟時の日常生活機能評価が、入
院時に比較して4点以上改善していた患者数

療養病棟入院基本料、祷癒評価実施加算

入量産白書喜． 重度祷癒処置、重傷皮膚潰霧管理加算

雄病等特別入院診療加算、特殊疾患入院施設管理加算

趨重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算

強度行動障害入院医療管理加算

有床
往診患者数、訪問診療数、在宅／院内看取り件数

有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本
診 料
療

急変時の入院件数、有床診療所の寝床の役割所

喜
過去1年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を

担う病院の一般病棟からの受入割合

有床診療所の多様な役割

梅能
（①病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡し
としての機能、②専門医療を担って病院を役割を補完する機
能、③緊急時に対応する機能、④在宅医療の拠点としての機

能、⑤終末期医療を担う機能）



病床機能報告制度における報告・集計等の仕組み（レ謀説男~~

全国共通のサーバ
【厚生労働省】

‘
 ．
．． 、

司
E
a

－
県一府一道一都一

F
E

‘．
 

，
 

，e 

都道府県毎にデータ

の引き出し・活用
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電子記録媒体を
郵送又はエクセ
ルファイルを厚生
労働省のホーム
ページ経由でダ
ウンロード

【10/1(木）～
10/31（土）】

I 医療機能

現在の機能、将来時点の機能の予定

E①構造設備・人員配置等

込圏三ゑ
報告事項

（例）
・許可病床数、稼働病床数
．看護師数、准看護師数、
看護補助者数、助産師数等

．主とする診療科
．算定する入院基本料・

特定入院料
高額医療機器の保有状況

．退院調整部門の設置・
勤務人数
・新規入練患者数、在練患
延べ数、退棟患者数等

高度急性期機能、急性期機能、
回復期機能、慢性期機能

置子レセプト

・医療機関の情報
．患者の情報

・保険、公費の情報
．傷病名

・診療行為

（診療行為、点数、回数）

・医薬品、医療材料等

一般病床・療養病床を

有する病院・診療所

事務局にて集計7て');,..._ .....ー
を追加の上返送
【12/11（金）まで】
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E②具体的な医療の
内容に関する項目

【保険者】
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ーーーー診：報告制度の流れ

ーーー〉 ：診療報酬請求の流れ

※収集の根拠や目的を医療法に規
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平成27年度病床機能報告

I 平成27隼鵬康機能報告報告対象外医療機関制服 ｜ 
。貴院名

。 ID （報告マニュアル送付状
に記載の8桁のコー ド）

。医療機関住所
i
，l
 

一T

名氏。回答者

部署名

一一円〔一円一一一…問

ハ…一
一〔川一

連絡先

1 .貴院の【平成27年7月 1日時点】における病院・有床診療所の種別、 一般病床あるいは療養病床の許可病床の有
無、一般病床あるいは療養病床の許可病床がある場合の【休院 ・廃院】あるいは【全許可病床を返還 （無床診療所へ移
行）】の実施 （予定）について、ご記入ください。

一(1)1口
一司(2)1口

2.有床診療所1.病院

2.無し1 .有り

2.全許可病床を返還済み文は予定1 .休院・廃院済文は予定

3.休院・廃院、全許可病床の
返還の実施 （予定）なし

実施（予定）がある場合の
実施（予定）年月

平成

ご記入ください。2.平成27年度病床機能報告で報告対象外となる以下の医療機関に該当するか否かについて、

2.皇室用財産である医療機関 （宮内庁病院）1 .刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた医療機関

3.特定の事業所等の従業員やその家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機関でない医療機関

自衛隊医務室5. 4.一般開放されていない病床のみの自衛隊病院等

制番号司削口6.上記のいずれにも該当しない

~ 

h A／~＇＇. 1 
’～＇  I 

f｝·.~.ブ．：＝電 t山ポヘ＇？ l’L『・.... ". l 

L必およ~；位互，，if;}{d

I Excelでご回答の場合の確認欄 ｜ 
L
P

！
i

！
l
 

。上記の回答が以下のいずれかに該当する場合は、平成27年度病床機
能報告は「輯舎対象外！となります。また、以降の設聞は回答不要と
なります。

病床機能報告の
報告対車判定

. 1 .ー②が「2.無しJの場合
・1ー③が「 1.休院・廃院済文lま予定Jあるいは

「2.全許可病床を返還済み文は予定Jの場合
. 2.が「6.上記のいずれにも該当しないJ以外の場合

※Excelでご回答の場合は、右記の報告対象判定をご確認ください。

《裏面へつづ、く》



平成27年度病床機能報告

3.病床機能報告は、 原則、電子媒体の報告様式を用いてご報告いただきます。ただし、インターネット環境がない医
療機関等、やむを得ない場合は、紙媒体の報告様式の入手をご希望いただく ことが可能になり ます。

有り 2.無し

1 .有り 2.無し

1 .有り 2.無し 該当番号司（7)

1 .全てあるいは一部を電子レセプ卜により請求

2.全て紙レセプトにより請求

。報告様式2の提出に当たって、上記の回答が以下のいずれかに該当
する場合は、厚生労働省ホームページより様式をダウンロードする等
してご報告ください。
以下に該当しない場合は、事務局より送付する報告様式2の集計内

容をご確認のうえ、適宜、修正 ・追記してご報告ください。

. 3-2.ー①が「2.無しJの場合

. 3-2.ー②が「2.無し」の場合
・3-2.一③が「2.無しJの場合
・3-2.ー④が「2.全て紙レセプトにより請求Jの場合

※Excelでご回答の場合は、右記の提出方法判定をご確認ください。

該当番号司（8)

《世間は以上になります内ご回答‘櫨にありが左うごぎいました内 》

。確認票の提出方法について （下記①、②のいずれかにより ご提出ください。）

①厚生労働省「病床機能報告」ホームページ上に設置された専用ページから確認票をダウンロードし、 Excelファイル上で回答・保
存のうえ、報告マニュアルを参照し、アッブロード用ページからアッブロードすることによりファイル提出

www.mhlw.go.jp/ stf I seisakunitsuite/bunya/0000055891.html 
（厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞医療＞病床機能報告）

②送付した紙媒体様式へ記入し、以下の宛先にご返送

ロ J•-r:カ＇＂＇·
〒101-8443東京都千代田区神田錦町2-3竹橋スクエア8階
みずほ情報総研株式会社社会政策コンサルティング部内

※郵送で報告する場合、提出にかかる郵送料や外部記録媒体にかかる費用、その他の費用は各医療機関のご負担となります
のでご了承ください。また、郵送用の封筒については各医療機関にてご準備ください。

2 



平成27年度病床機能報告

報告対象外医療機関等確認票 記入要領

目 確既票の概要

(1）確留贋の目的

この「確認票Jは、平成27年 10月からの平成27年度病床機能報告に先だち、円滑な報告を実現

するために、主として下記の事項を事前に把握することを目的として実施するちのです。

確認票の主な目的

O報告対象外医療機関の把握

0紙媒体報告様式の入手希望の受付

(2）確極東の提出方法

「確認票Jは、平成 27年度病床機能報告の実施依頼があった医療機関において報告対象外に該当

する場合、紙媒体報告様式の入手を希望する場合にご提出いただきます。いずれにち該当しない医療

機関は、ご提出は不要になります。また、ご提出は、下記のいずれかの方法により行うことが可能で

す。

確認票の提出方法

① 厚生労働省「病床機能報告Jホームページ上に設置された専用ペーラから確認票をダウン口一

ドし、E×eelファイル上で回答・保存のうえ、報告マニュアルを参照し、アップロード用ペーラ

からアップロードすることによりファイル提出

www.mhlw.go.jp/sげ／seisakunitsuite/bu nya/0000055891. html 

（厚生労働省ホームペーヲ＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞

医療＞病床機能報告）

② 送付した紙媒体様式へ記入し、以下の宛先に郵送または FAXにて提出

提出先 ：厚生労働省「平成27年度病床機能報告j事務局

干101・8443 東京都千代田区神田錦町2-3 竹橋スクエア 8階
みずほ情報総研株式会社社会政策コンサルティング都内

FAX番号： 0120-139ー12 1 [24時間受付］（フリーダイヤル）

※郵送で報告する場合、提出にかかる郵送料や外部記録媒体にかかる費用、その他の費用は

各医療機関のご負担となりますのでご了承ください。また、郵送用の封筒については各医

療機関にてご準備ください。

(3）疑義照会窓口

「確認票jに関してご不明点がある場合には、下記の疑義照会窓口までお問い合わせください。

「平成 27年度病床機能報告J事務局 疑義照会窓口 （委託先：みずぽ時総研株式会社）

電子メールアドレス： byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp 

電話番号： 0120-139-111 ［対応時間：平日 9:00～17 : 00] （フリーダイヤル）

FA×番号： 0 1 2 0 -1 3 9 -1 2 1 [24時間受付］（フリーダイヤ）It)

※番号のおかけ間違えには十分ご注意ください。



回 記入の手引き

・ 貴院の医療機関名称や、事前に送付する案内文書に記載されている医療機関ID、医療機関住所、

本報告のご担当者、施設種別、許可病床の有無、紙媒体報告様式の入手希望、入院患者の有無、診療

報酬請求の状況等について、施設管理者および事務部門の担当者がご記入ください。

。貴院名 ｜ 貴院の医療機関名称をご記入ください。

。ID （通知記載の｜ 本書と同時に送付した案内文書のうち、貴院の住所が印字されている送付

8桁コード） ｜状に記載されている医療機関ID （数字8桁）をご確認のうえ、ご記入くだ

さい。

。医療機関住所 ｜ 貴院の所在地の郵便番号、住所をご記入ください。

。回答者 ｜ 報告内容についてお問合せする場合がありますので、ご担当者の氏名およ

1.病院・有床診療所

の種別等

①病院・有床診療所

の種別

②一般病床

あるいは
療養病床の
許可病床の有無

③平成27年度中に
休院・廃院・
全許可病床を
返還する予定

2.報告対象外となる

医療機関

び部署、電話番号、 FA×番号、 e-mailについてご‘記入ください。

平成27年7月1日時点における、貴院の病院・有床診療所（診療所・歯科

診療所）の種別をご記入ください。

平成27年7月1日時点における、貴院の一般病床あるいは療養病床の許可

病床の有無をご記入ください。

許可病床とは、平成27年7月 1日時点で、医療法第7条第1I頁から第3項

にちとづいて構造設備として許可を受けている病床をいいます。基準病床数

制度で特例とされている特定の病床等ち含めて有無をご判断ください。また、

一般病床あるいは療養病床を有しているちのの休床中である病床や、健診や

治験、母体保護法にちとづく利用のみで診療報酬請求を行っていない病床に

ついてち、「有りJとしてご回答ください。

［上記②の許可病床が「 1.有りJの場合】

休院・廃院済みであ吾、文は全許可病床を返還（無床診療所ヘ移行）済み

である、ちしくは平成27年度中に休院・廃院、または全許可病床を返還予定

である場合には、該当番号を選択の上、実施年月または予定年月をご記入く

ださい。

※ 「休院Jは、入院の取扱いがないf休床Jとは異なります。

平成27年度病床機能報告において、報告対象外となる医療機関に該当する

場合には、「1J～「SJのうち当てはまる選択肢を選択してください。いず

れにち該当しない場合（報告対象の医療機関）は「6.上記のいずれち該当

しないJを選択してください。

特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であっ

て、保険医療機関でないちのについては、地域における病床の機能分化・連

携の推進の対象とはならないものであるため、病床機能報告を省略してち差

し支えありません。

また、自衛隊病院等であってち、一般開放している場合は報告対象となり

ます．

2 



。病床機能報告の
報告対象判定
(Excelでこ‘回答の

場合）

3.紙媒体報告様式の
入手希望等

上記の1および2のご回答をちとに、平成27年度病床機能報告における報

告対象／報告対象外の判定を行います。

Excelファイルの確認票でご回答の場合は、上記の1および2のご回答結果

をちとに、「病床機能報告の報告対象判定Jの欄に「報告対象」または「報告

対象外」のいずれかが表示されます。

紙媒体の確認票でご回答の場合は、以下のいずれかに該当する場合に「報告

対象外Jとなり、それ以外の場合は「報告対象Jと判定されます。

【報告対象外となる場合】（以下のいずれか）

. 1.ー②が「2.無しJの場合

. 1.ー③が「 1.休院・廃院済又は予定Jあ否いは

「2 全許可病床を返還済み文は予定」の場合

. 2.が「6.上記のいずれにち該当しない」以外の場合

3-1.紙媒体報告様｜ 病床機能報告は、原則、電子煤体の報告機請を用いてご報告いただきます。

式の入手希望 ｜紙媒体での報告を希望される場合、厚生労働省ホームペーラからダウンロー

3-2.入院患者の有

無、診療報酬請求

の状況

①一般病床・療養

病床に入院した
患者の有無
（平成27年6月）

ドいただいた様式を医療機関において印刷のうえ、紙媒体で提出いただくご

とか買市Eです。
ただし、インターネット環境が整づていないため報告様式をダウシロード

できない医療機関等、やむを得ない場合は、事務局からの紙媒体報告様式の

郵送定希望いただくことが可能になります。

紙媒体報告様式の郵送での入手を希望され吾場合には、該当欄にチェック

をご記入の上、希望理由を簡潔にご司入ください。

また、施設種別が【病院】の場合は、事務局から送付する病棟票の部数を

お知らせいただく必要があるため、報告対象となる一般病床・療養病床を有

する病棟数をあわせてご記入ください。

※病床機能報告では、病院の各病棟IL:おけ否看護体制の1単位をちって病

棟と取り扱います。ただし、特定入院料（特殊疾患入院医療管理料、小

児入院12[；療管理料4、地域包括ケア入院医療管理料1文は2を算定する

場合は除きます。）を算定する治療室・病室については、当該施設基準の

要件を満たす体制の1単位をちって病棟として取り扱います。また、休

棟中の病棟であってち許可病床として一般病床・療養病床を有する場合

は、「病棟票」の作成が必要です。

平成27年6月に貴院の一般病床または療養病床（介護療養病床を含む）！と

入院した患者の有無をご記入ください。

なお、一般病床・療養病床に入院したショートステイ利用者、正晴な妊産

婦、院内で出生した正常な新生児、生母の入院に伴って入院した健康な新生

児文は乳児、公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事業としての医療、自

賠責、治験、人間ドック、その他の自由診療等での入院者、介護療養病床へ

の入院患者等、診療報酬請求を行っていない患者についても含めて有無をご

判断ください。
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②一般病床・医療
療養病床に入院
した患者の有無

（平成27年6月）

③上記②の入院
患者の6月診療
分について7月
審査の診療報酬
請求の有無

④上記③の診療
報酬請求時の
レセプト種別

。報告様式2の提出
方法判定
(Excelでご回答の
場合）

上記①のうち、平成27年6月に貴院の一般病床または医療療護病床に入院

した患者の有無をご記入ください。

上記②の入院患者のうち、平成27年6月に貴院の一般病床または医療療養

病床に入院した患者について、 6月診療分に係る7月審査の診療報酬請求の

有無をご記入ください。

介護療養病床における入院のみであ否ために入院外レセプトで請求を行っ

てい否医療機関、 6月診療分をB月以降の審査で請求している医療機関につ

いては、 「2.無しJをご記入ください。

上記③の診療報酬請求時のレセプ卜について、「全てあるいは一部を電子レ

セプトにより請求jしたか、あるいは「全て紙レセプ卜により請求」したか

について、ご記入ください。

「電子レセプトにより請求Jとは、オンラインまたは電子媒体（フレキシ

ブルディスク（FD）、光ディスク（MO）、光ディスク（CD-R)）で請求を

行ってい否場合を指します。

上記3.のご回答をちとに、平成27年度病床機能報告における報告様式Z

の提出方法の判定を行います。

報告様式2の提出方法は下記2種類のいずれかとなります。

①厚生労働省ホームページより様式をダウンロードする等して報告

（休床中の医療機関ちこちらの方法によりご報告が必要になります。）
②事務局より送付する集計内容を確認のうえ、適宜、修正・追記して報告

Excelファイルの確認票でご回答の場合は、上記3.のご回答結果をちとに、

「報告様式2の提出方法判定Jの欄に上記2種類の判定のいずれかが表示され

ます。

紙媒体の確認票でご国答の場合は、以下のいずれかに該当する場合に提出

方法①「厚生労働省ホームパーラより様式をダウシロードする等して報告」と

なり、それ以外の場合は提出方法②「事務局より送付する集計内容を確認の

うえ、適宜、修正・追記して報告」と判定されます。

【提出方法①「厚生労働省ホームパーラより様式をダウシロードす否等し

て報告」となる場合】（以下のいずれか）
. 3 -2.ー①が「2.無しjの場合

・3-2.ー②が「2.無しJの場合

・3-2.ー③が「2.無し」の場合

. 3 -2.ー④が「2.全て紙レセプトにより請求」の場合

※インターネット環境が整っていないため報告様式をダウンロードでき

ず、紙媒体報告様式の入手を希望され否場合は、本調査票の所定項目に

ご記入のうえご連絡ください．
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病床機能報告制度対象医療機関の管理者様

事務連絡

平成 27年 8月 31日

厚生労働省医政局地域医療計画課

平成27年度病床機能報告制度の実施について

平素から医療行政の推進について御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

医療介護総合確保推進法が施行されたことに伴い、一般病床又は療養病床を有する病院又

は診療所は、毎年 10月に医療法第 30条の 13に基づき病床機能について報告することとな

っております。

本年度の報告にあたっては、別添の「平成27年度病床機能報告報告マニュアノレJを

ご確認いただき、 10月31日（土）までに行ってください。報告様式の記入要領のダウンロ

ード及びホームページ上での報告は、下記ホームページから行ってください。

なお、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている医療機関の報告様式2の報告につい

ては、 11月下旬を目処に別途依頼するので、 12月 11日（金）までに追加・修正の有無を

報告してください。

また、今年度の病床機能報告の実施に先立ち、事務作業を効率的に進める観点から、今年

度中に廃院予定である等により報告対象外又は紙媒体での報告を希望する医療機関におい

ては、別添3 「平成27年度病床機能報告報告対象外医療機関等確認票」を9月25日

（金）までにご提出いただくよう、ご協力をお願いいたします。なお、報告対象であって、

紙媒体での報告を希望しない医療機関においては、この確認票をご提出いただく必要はあり

ません。

本事業については、みずほ情報総研株式会社に一部業務委託しております。ご不明なこと

がある場合は、下記連絡先までお問い合わせください。

記

別添1 平成27年度病床機能報告スケジューゾレ

別添2 平成27年度病床機能報告報告マニュアル

別添3 平成27年度病床機能報告報告対象外医療機関等確認票・記入要領

【病床機能報告ホームページ】

URL : http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html 



【参考］

O医療法（昭和 23年法律第 205号） （抄）

第三十条の十三病院文は診療所であって一般病床又は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院

等｜という＂ ）の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定める

ところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分（以下「病床の

機能区分lというの）に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報

告しなければならない白

一 厚生労働省令で定める日（次号において「基準日」という。）における病床の機能（以下「基準日病

床機能Jという。）

二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定（以下「基準日後病床

機能」という。）

一 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容

四 その他厚生労働省令で定める事項

2・3 （略）

4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を

公表しなければならない。

5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をし

てその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等

の開設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

I担当】

厚生労働省医政局地域医療計画課

医師確保等地域医療対策室計画係

担当．西山、伊藤

［本報告に関する一部業務の委託先・照会先］

厚生労働省委託業務

「平成27年度病床機能報告」事務局

みずほ情報総研株式会社

社会政策コンサルティング部

担当：井高、田中、西山、明戸

E・mail : bvousvoukinou匂mizuho・ir.co.io

TEL: 0120・139”111 ［平日 9:00-17・：ooJ

FAX 0120・139・121 [24時間受付］


